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お知らせ 戸籍証明書などが本籍地
以外でも発行できます
　３月１日から、本籍地以外の
市区町村の窓口でも戸籍証明書
などを発行できます。また、本
籍地以外で戸籍の届出をする場
合は、戸籍証明書などの添付が
原則不要となります。
請 求できる書類　本人・配偶者・
直系血族の戸籍証明書など
�郵送や代理人による請求は
できません。詳しくは、
3682�で確認してください
市民課　 32-1311

市の組織・機構を
改正します
　より効率的かつ合理的な組織
運営を実現するため、４月１日
から次のとおり変更します。
●こども家庭センターの設置
　児童福祉業務と母子保健業務
の連携強化を図り、一体的な相
談支援を行うため、中央子育て
支援センターに「こども家庭セ
ンター」を設置します。
●担当窓口の変更
・�生活支援体制整備事業の担当
窓口を「高齢介護課」から「福
祉課」へ変更します
・�人権擁護委員および行政相談
委員に関する業務の担当窓口
を「市民課」から「地域協働課」
へ変更します
秘書政策課　 32-1139

市の窓口の配置を
変更します
　４月１日から「地域協働課」
の窓口を本庁舎２階から本庁舎
１階へ変更します。
財政課　 32-1172

オンラインで
転出届を提出できます
　市外への引っ越しの際に必要
な転出届の提出は、マイナポー
タルを通じてオンラインで手続
きできます。
�別途、転入先市区町村で転入
届の手続きが必要です。詳し
くは、 575�で確認してく
ださい
市民課　 32-1302

国民健康保険運営の適正化にご協力を 451
　国民健康保険の加入者で、社会保険などに加入している方の収入で生
計を維持している方は、社会保険などの被扶養者に認定されることがあ
ります。該当する場合は扶養者の勤務先で認定手続きをしてください。
●認定された場合は届け出を
　社会保険などの被扶養者に認定された場合は、国保年金課、支所、
市民センターへ届け出てください。
国保年金課　 32-1312

75歳になる国民健康保
険加入の世帯主の方へ

453
　国民健康保険（国保）税は世
帯主に課税されます。世帯主本
人が75歳となり、後期高齢者
医療制度に加入したときでも、
同一世帯に国保の加入者がいる
場合は、世帯主が納税義務者に
なります。
　世帯主で、令和６年度に75歳
になる方は、４月から特別徴収
（年金天引き）の対象ではなくな
り、普通徴収（納付書払いまたは
口座振替）で納めることになり
ます。　※納付は７月から
国保年金課　 32-1312

国民年金保険料
学生納付特例制度

458
　国民年金保険料を納付するこ
とが困難な学生は、申請して承
認されると在学中の納付が猶予
されます。
対象年度　令和６年度
申請期間　４月から随時
申 請に必要なもの　基礎年金番
号またはマイナンバーの分か
るもの、本人確認書類（マイ
ナンバーカードや運転免許証
など）、在籍期間を確認でき
る学生証または在学証明書

申請先　国保年金課、支所
�以前に申請し、今後も在学予
定がある方には日本年金機構
から申請用のはがきが送付さ
れる場合があります
国保年金課　 32-1328

土地・家屋価格等縦覧
固定資産課税台帳閲覧

687
● 土地・家屋価格等縦覧帳簿の

縦覧
　納税者が、自分の土地や家屋
の価格が適正かどうかを他の土
地や家屋と比較して判断するた
めの制度です。縦覧帳簿の写し
などの交付は行いません。
４月１日㈪～30日㈫
課税課

縦 覧できる方　納税者および同
一世帯の親族、納税者から委
任を受けた代理人など

●固定資産課税台帳の閲覧
　自己所有資産の課税内容を確
認できます。借地人・借家人な
ども、一定の要件を満たせば閲
覧できます（借地・借家関係が
分かる契約書などが必要）。
閲覧開始日　４月10日㈬
課税課、支所

閲 覧できる方　納税義務者およ
び同一世帯の親族、納税義務者
から委任を受けた代理人など
�４月30日㈫までは無料。そ
れ以降は１枚200円
�４月中旬に送付予定の「令和
６年度固定資産税・都市計画
税納税通知書」に添付の「課
税明細書」でも、固定資産の
評価額などを確認できます
�本人確認書類、委任状（代
理人のみ）
課税課　 32-1239

便利な口座振替を利用してください

　口座振替は、一度登録すれば、各税・料金の納期限に自動で振
替されるため、納期を気にせずに納付できる大変便利な制度です。

申 込方法　預(貯)金通帳と通帳届出印を持参の上、市の取扱金
融機関または収納課・支所・市民センターの窓口で手続きし
てください（登録は市の取扱金融機関のみ可能）。口座振替依
頼書を市または金融機関が受理した日の翌月末の納期分から
振替を開始します
�４月30日㈫納期限の固定資産税・都市計画税（１期分・前納）
から口座振替を希望する方は、３月29日㈮までに手続きが
必要です

●市税・料金の納付は、次の方法でも納付できます
・市役所・支所・市民センター、市の取扱金融機関窓口での納付
・コンビニエンスストアでの納付
・クレジットカード・ペイジー決済による納付
・�スマホ決済（LINEPay、PayPay、FamiPay、au�PAY、ｄ払い、
PayB）による納付　※ｄ払いは４月開始
・共通納税システムによる納付
�一部取り扱いできない科目もあります。詳しくは、 301�
で確認してください

収納課　 32-1247　 298
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